
緊急間伐・搬出間伐推進事業補助金
森林の適正管理を推進するため、本事業を3期に分けて実施しています。

三重県伊賀市

助成型（※2）

研究・開発

森林で間伐施業をされる森林所有者

～2024年11月15日

・林齢が概ね26年生～35年生：搬出間伐は257円、切捨て間伐は165円
・林齢が36年生～概ね60年生：搬出間伐は454円、切捨て間伐は236円

補助対象の森林等：実施森林の林齢は概ね26年生～概ね60年生のスギまたはヒノキの人工
林であること、今回の間伐面積を概ね1000㎡以上実施すること 等

伊賀市役所産業振興部農林振興課
電話：0595-22-9712

https://www.city.iga.lg.jp/0000004646.html
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